
民
事
裁
判
情
報
の
活
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

令
和
七
年
五
月
二
十
二
日 

参

議

院

法

務

委

員

会 

 

政
府
及
び
最
高
裁
判
所
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

民
事
裁
判
情
報
管
理
提
供
業
務
を
行
う
法
人
を
指
定
す
る
際
に
は
、
民
事
裁
判
情
報
に
含
ま
れ
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
遺

漏
な
く
仮
名
処
理
を
実
施
す
る
と
と
も
に
漏
え
い
等
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
安
全
管
理
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る

技
術
的
能
力
及
び
経
理
的
基
礎
に
つ
い
て
、
厳
格
か
つ
公
平
に
審
査
す
る
こ
と
。
ま
た
、
指
定
後
に
お
い
て
も
、
民
事
裁
判

情
報
は
仮
名
処
理
後
も
個
人
を
容
易
に
特
定
し
得
る
場
合
が
あ
り
、
広
く
社
会
に
拡
散
し
や
す
い
性
質
を
有
す
る
こ
と
に
鑑

み
、
業
務
の
委
託
先
及
び
再
委
託
先
を
含
め
、
当
事
者
や
関
係
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
要
請
に
十
分
に
配
慮
し
た
措
置

に
加
え
、
適
切
な
安
全
管
理
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
保
有
民
事
裁
判
情
報
等
の
目
的
外
使
用
を
行
わ
な
い
よ
う
、
指
定

法
人
に
対
し
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
う
こ
と
。 

二 

仮
名
加
工
民
事
裁
判
情
報
等
の
提
供
料
金
に
つ
い
て
は
、
民
事
裁
判
情
報
管
理
提
供
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
の
た



め
に
必
要
な
経
費
を
勘
案
し
つ
つ
、
利
用
者
に
と
っ
て
過
度
な
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。 

三 
先
例
的
価
値
及
び
社
会
的
関
心
の
高
い
判
例
情
報
を
幅
広
く
国
民
に
提
供
す
る
こ
と
が
本
法
の
施
行
後
も
引
き
続
き
重
要

で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
け
る
判
例
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
、
今
後
と
も
更

に
適
切
な
運
用
に
努
め
る
こ
と
。 

四 

附
則
第
五
条
に
基
づ
く
五
年
経
過
後
の
検
討
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
諸
外
国
に
お
け
る
判
例
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法

制
の
動
向
等
も
勘
案
し
、
民
事
裁
判
情
報
の
確
実
か
つ
安
定
的
な
公
開
の
た
め
に
必
要
な
体
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を

行
う
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


